
中間報告からの修正点 

ページ 修正前 修正後 

表紙 

【名称】 

 （仮称）春日井市市民活動促進のための基本指針（案） 

 

 春日井市市民活動促進基本指針（案） 

 

１ 

【12 行目に挿入】 

しかし、多様化する市民ニーズに、よりきめ細やかに、より迅速に応えてい

くためには、さらなる、市民参画による協働のまちづくりが必要となってきま

した。 

 

 

 

こうしたことから、すべての住民が関わることができ、・・・ 

 

しかし、多様化する市民ニーズに、よりきめ細やかに、より迅速に応えてい

くためには、さらなる、市民参画による協働のまちづくりが必要となってきま

した。 

また、昨年発生した東日本大震災では、行政による“公助”のほか、町内会

などを単位とした住民同士の助け合いによる“共助”の大切さが、あらためて

再認識されました。 

こうしたことから、すべての住民が関わることができ、・・・ 

２ 

【表中】 

地区社協 

 

 

 地区社会福祉協議会 

 

３ 

【下表の説明】 

 

 

○基数となる実数はＮとして掲載し、・・・ 

○１人の回答者が複数回答する設問では・・・ 

 

 

○比率は％で表し、小数点第２位以下を四捨五入して算出しているため、％の

合計が 100％にならないことがあります。 

○基数となる実数はＮとして掲載し、・・・ 

○１人の回答者が複数回答する設問では・・・ 

資料２ 



ページ 修正前 修正後 

17 

【２行目】 

各活動団体の現状や課題を踏まえ、・・・その具体例を例示します。 

 

 

各活動団体の現状や課題を踏まえ、・・・その考え方を例示します。 

23 

  

次の資料を追加 

・基本指針策定までの経緯 

・春日井市市民活動促進のための基本指針策定委員会要綱 

・基本指針策定委員会委員 

 

 


